
福祉用具貸与 重要事項説明書     

 

当事業所は、福祉用具貸与サービスの提供開始にあたり「指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準」厚生省令第３７号第１３章第４節第８条に基

づいて、次の通り説明いたします。 

 

１．利用対象の事業者概要 

事業所名称 生活協同組合コープあいち 福祉用具・豊橋 

所在地 愛知県豊橋市朝丘町１３２番地 

介護保険指定事業所番号 ２３７２００１０３８ 

電話番号 

ＦＡＸ 

０５３２－２１－８４０１ 

０５３２－２１－８４８５ 

管理者 佐藤 裕 

担当者  

通常の事業の実施地域 豊橋市・田原市・豊川市・蒲郡市・新城市・岡崎市・安城市 

幸田町・西尾市・刈谷市・知立市・高浜市・碧南市 

 

２．コープあいちの概要 

名称 生活協同組合コープあいち 

代表者名 理事長 森 政広 

法人の種類 消費生活協同組合 

主たる事務所所在地 愛知県名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀２５番地の１ 

電話番号（代表） （０５２）７０３－１５０１ 

 

３． 事業の目的と運営方針 

事業の目的 要介護状態にある高齢者が、可能な限り居宅において、その有

する能力に応じた自立した生活を営めるよう、生活協同組合コ

ープあいちの福祉用具専門相談員が、適正な福祉用具貸与サー

ビスを提供することを目的とします。 

運営の方針 福祉用具専門相談員は、要介護者等の心身の特性をふまえて、

その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができる

よう、福祉用具貸与のサービス提供を行います。 

事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域の保健・医療・

福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供

に努めます。 
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４．事業所の職員体制等 

ご利用事業所の職員の種類 人員 勤務体制 

管理者   1名 常勤 1名（専門相談員兼務） 

福祉用具専門相談員   4名 常勤 4名  

事務職   1名 非常勤 1名 

 

５．営業時間 

営業日 月曜日から土曜日（日曜日定休）但し、１２月２９日から１月３日までを

除きます。 

営業時間 午前９時から午後５時３０分 

 

６． 取り扱う種目 

車イス、車イス附属品、特殊寝台、特殊寝台附属品、床ずれ防止用具、体位変換器 

手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、認知症老人徘徊感知器、リフト（つり具

の部分を除く）、自動排泄処理装置 

 

７． 利用料および利用料のお支払方法 

（１）商品のレンタル料 

① 貸与サービスは 1ヶ月単位でご利用いただけます。従って、別添のレンタ

ル価格表は 1ヶ月ごとの利用金額です。尚、開始月と終了月は次のよう

になります。 

レンタル開始月のサービス利用料 契約日がその月の 15日以前：1ヶ月分の全額 

契約日がその月の 16日以降：1ヶ月分の半額 

レンタル終了月のサービス料 解約日がその月の 15日以前：1ヶ月分の半額 

解約日がその月の 16日以降：1か月分の全額 

但し、解約が契約と同月の場合のレンタル料は 1ヶ月分全額となります。 

② レンタル料が介護保険で認定される場合の利用者負担は自己割合に応じ

た金額なります。 

③ 但し、介護保険で認定されない場合、介護保険でのご利用上限額を超える

場合、介護保険適用外になった場合は、レンタル料全額が利用者負担とな

ります。 

④ 入院期間中の医療保険と介護保険の併用はできません。入院期間中のレン

タル料は全額自己負担となるため利用料が変更となります。利用中止等の

手続きのため入院された場合は直ぐに御一報ください。 

⑤ レンタル開始日当日のキャンセルの場合のみ、キャンセル料として１ヶ月

分の全額のレンタル料をいただきます。但し、ご利用者様の容態の急変．

死亡など、緊急をやむをえない事情がある場合は、キャンセル料はいただ

きません。 
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（２）搬入．搬出料について 

基本的に搬入．搬出はサービス利用料金に含まれます。 

但し、以下の場合は搬入．搬出にかかった費用をご契約者と相談の上、別途お

支払頂きます。 

① 搬入．搬出の際、特別な作業や措置が必要な場合 

② 契約期間中にお客様の転居等の都合により、貸与商品の移動を行なう場合 

（３）前記（１）の料金．費用は、1ヶ月ごとに計算し、ご請求します。毎月 27日（金 

融機関休業日はその翌日）にご指定の金融機関口座から引き落としとなります。

引き落としの際には事前にご請求書を送付いたしますのでご確認ください。 

 

８．サービス提供手順 

ご相談．お問い合わせ 福祉用具専門相談員が対応いたします。 

福祉用具選定提案 ご利用者が在宅で生活されるために適した福祉用具を選定

提案します。 

商品の調整．説明．納品 納品予定の商品をご利用者に合わせて調整．説明した上、

納品させていただきます。 

ご契約 最終的に商品を確認頂き、ご契約をさせていただきます。

契約の際、契約内容を説明．ご承認を得て、契約書を作成

いたします。 

アフターサービス 商品の不適合．故障等に対し、修理．交換等を速やかにお

こないます。 

解約．引き取り お電話等で、貸与終了のご連絡をお願いいたします。 

ご連絡いただいた日を解約日とし、速やかに商品引き取り

をおこないます。 

消毒．補修．保管 貸与が終了した商品は、衛生管理ｼｽﾃﾑにより洗浄．消毒．

補修をおこない、消毒済み商品のみを保管する清潔倉庫に

保管します。 

福祉用具の搬入．搬出の日時はご利用者またはご家族の方の指定もお受けいたしますので

ご相談ください。 

 

９.サービスの利用に関する留意事項 

（１）貸与商品のご購入への切り替えは致しません。ご了承ください。 

（２）貸与商品の取扱い説明書．工具も貸与商品本体と一緒にご返却をお願いいたし

ます。工具を紛失された場合、実費をご請求させていただく場合がございます。 

（３）故障時等の取り扱い 

① 万が一故障が起きた場合はお問い合わせ窓口にご連絡ください。修理、交

換等の手配をおこないます。 

② 但し、故意、又は間違った使用による故障の場合は別途料金をいただきま

す。 
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（４）盗難時および紛失時の取り扱い 

ご利用者様の過失によってレンタル品が消失した場合、実費をご請求させてい

ただきます。 

（５）指定福祉用具貸与．指定介護予防福祉用具貸与の消毒は、取引業者に委託しま

す。 

委託先が遵守すべき方法で適切に業務を実施しているか定期的に確認します。 

 

１０．事故発生時の対応 

（１）家族、主治医などへ連絡を迅速に行い、適切な対応をします。 

（２）事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体または財産に損害を及

ぼした場合にはその損害を賠償します。 

（３）コープあいち福祉事業では、（株）アイアンドアイの生協福祉事業に関する総

合保障制度に加入しています。 

 

１１．虐待の防止 

〇事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり 

必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 (管理者・佐藤 裕) 

（２）法人として虐待防止委員会を設置し、定期的に委員会を実施し結果の周知 

徹底を図っています。 

（３）成年後見制度の利用を支援します。 

（４）苦情解決体制を整備しています。 

（５）従業者に対する虐待防止を啓発普及するための研修を実施しています。 

 

１２．身体拘束等の禁止 

（１）事業者は、サービスの提供において、利用者の生命又は身体を保護するため 

緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を 

行いません。 

（２）やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の心身の状況 

並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（３）事業者は、身体拘束等の適正化を図るための検討委員会開催とその結果の周知 

徹底を図ります。 

（４）身体拘束等の適正化のための指針を整備するとともに、従業者に対し、研修を 

実施します。 

 

１３．BCP計画の策定 

（１）自然災害（台風含む）が事業所内で発生した場合において、事業を継続する 

ために当事業所の実施すべき事項を定めるとともに、平時から円滑に実行 

できるよう準備すべき事項を定めています。 
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（２）新型コロナウイルス感染症同様の 2類相当の感染者(感染疑いを含む)等が事業 

所内で発生した場合においても、サービス提供を継続するために当事業所の 

実施すべき事項を定めるとともに、定めた実施事項を平時から円滑に実行 

できるよう準備すべき事項を定めています。 

 

１４.カスタマーハラスメントに関する指針 

ご利用者様との信頼に基づいた関係を結ぶためにも下記の行動・行為があった際 

には、サービス提供の中止等をさせていただく場合がございます。 

（１）大声や暴言、脅迫的な言動により、当事業所職員に迷惑を及ぼすこと（尊厳や 

人格を傷つけるような行為） 

（２）当事業所職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合。 

（３）解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨害すること。 

（４）当事業所職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為 

及びストーカー行為をする事。 

（５）正当な理由なく居宅内・施設内に当事業所職員をとどまらせること。 

（６）当事業所の了承を得ず、撮影や録音をすること。 

（７）謝罪や謝罪文を強要すること。 

（８）当事業所の備品、材料等の器物破損行為。 

（９）その他当事業所の迷惑となる行為及びサービス提供に支障をきたす行為 

 

１５．その他運営に関する重要事項 

福祉用具貸与事業所は、専門相談員等の資質向上を図るための研修の機会を、採用時研修

（採用１ヶ月以内）、継続研修（年１回）と設けるものとし、また、業務体制を整備します。 

ご利用者様のご希望がある場合には、サービスの提供に関する記録を開示させていただき

ます。 

専門相談員に対する贈り物や飲食のもてなしは一切ご遠慮させていただきます。 

 

１６．相談窓口・苦情対応 

福祉用具サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

ご利用者ご相談窓口 コープあいち福祉用具・豊橋 

窓口責任者 佐藤 裕 

電話  ０５３２－２１－８４０１   

ＦＡＸ ０５３２－２１－８４８５ 

受付時間 月曜日から土曜日 午前９時から午後５時３０分   

各市区町村福祉課窓口 豊橋市 介護保険相談窓口 長寿介護課 0532-51-2359 

豊川市 介護保険相談窓口 介護高齢課 0533-89-2173 

新城市 介護保険相談窓口 長寿課   0536-23-7688 

東三河広域連合福祉事業部 介護保険課  0532-26-8470 

愛知県国民健康保険団

体連合会 

ご利用時間  平日 午前９時～午後５時 土・日休み 

ご利用方法  電話 ０５２－９７１－４１６５ 
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１７．介護サービス情報公表について 

  平成 18 年 4 月よりスタートした「介護サービス情報公表制度」により事業所の

基本データとサービス提供の現状が閲覧できることになりました。下記のホームペー

ジより閲覧ください。 

 

http://www.aichi-kaigo.net/ 

 

愛知県介護サービス情報公表センター（リンク）をクリックして下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知介護ネット 検索 

http://www.aichi-kaigo.net/
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2024年 6月改定 

  特定福祉用具販売 重要事項説明書 
 
当事業所は、福祉用具販売サービスの提供開始にあたり「指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準」厚生省令第３７号第１３章第４節第８条に基づいて、

次の通り説明いたします。 

 

１． 事業者概要 

事業者名称 生活協同組合コープあいち 

主たる事務所の所在地 愛知県名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀２５番地の１ 

法人種別 消費 

生活協同組合 

代表者名 理事長 森 政広 

電話番号 （０５２）７０３－１５０１ 

 

介護保険法令に基づき愛知県知事から指定

を受けている事業者名称 

各事業所につき介護保険法令に基づき愛知

県知事から指定を受けているサービスの種

類 

コープあいち福祉用具・豊橋 

 

指定特定福祉用具販売 

指定特定介護予防福祉用具販売 

 

２．ご利用事業所とサービス提供地域 

ご利用事業所名の名称 コープあいち福祉用具・豊橋 

介護保険指定番号 ２３７２００１０３８ 

所在地 愛知県豊橋市小松町２４６番地 

電話番号 ０５３２－３７－４４４１ 

通常の事業の実施地域 豊橋市・田原市・豊川市・蒲郡市・新城市・岡崎市・幸田町・

安城市・西尾市・高浜市・碧南市・刈谷市・知立市 

 

３． 事業の目的と運営方針 

事業の目的 要介護状態にある高齢者が、可能な限り居宅において、その

有する能力に応じた自立した生活を営めるよう、生活協同組

合コープあいちの福祉用具専門相談員が、適正な特定福祉用

具販売及び特定介護予防福祉用具販売サービスを提供するこ

とを目的とします。 

運営の方針 福祉用具専門相談員は、要介護者等の心身の特性をふまえて、

その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができ

るよう、福祉用具の選定を行います。 
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事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・

福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提

供に努めます。 

 

４． ご利用事業所の職員体制 

ご利用事業所の従業者の種類 員数 勤務の体制 

管理者   1名 常勤 1名（専門相談員兼務） 

専門相談員   5名 常勤 5名 

事務職   1名 非常勤 1名 

 

５． 営業時間 

営業日 月曜日から土曜日（日曜日定休）但し、１２月２９日から１月３日までを

除きます。 

営業時間 午前９時から午後５時 30分 

 

６． 取り扱う種目 

介護保険法で特定福祉用具と定められた、腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部

品・排泄予測支援機器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具部分 

 

７.利用料および利用料のお支払方法 

利用料 特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売を提供した場合の利用料の額

は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、品名ごとの販売費用の額は、

目録に記載の金額とする。 

その他、福祉用具の搬入に特殊な装置が必要な場合の当該措置に要する費用

も、その実費を徴収します。 

利用料の支

払方法 

介護保険の適用は「償還払い」となりますので、いったん購入費用の金額を

お支払いいただき、その後市町村に対して領収書を添付して保険給付分を請

求して還付を受けることになります。 

なお介護保険外のサービスとなる場合及び年間支給限度額を超えた額は全

額自己負担となります。 

 

８.キャンセル料 

   納入前のご購入の中止によるキャンセル料はいただきません。 

 

９．福祉用具の搬入及び搬出について 

 福祉用具の搬入及び搬出につきましては、担当者にご相談ください。 

利用者様、ご家族様の希望にそえるように致します。 
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１０．緊急時の対応について 

 福祉用具に関わる事故発生・福祉用具故障など、緊急事態が起こった場合には、営業

時間内につきましては事業所までご連絡ください。ご連絡をいただきましたら、担当者

に連絡をとり、当日中に訪問し対応させていただきます。なお、日曜日．年末年始（12/29

～1/3）につきましては担当者がお休みをいただいておりますのであらかじめご了承いた

だきますようお願いいたします。 

 

１１．虐待の防止 

〇事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり 

必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 (管理者・佐藤 裕) 

（２）法人として虐待防止委員会を設置し、定期的に委員会を実施し結果の周知 

徹底を図っています。 

（３）成年後見制度の利用を支援します。 

（４）苦情解決体制を整備しています。 

（５）従業者に対する虐待防止を啓発普及するための研修を実施しています。 

 

１２．身体拘束等の禁止 

（１）事業者は、サービスの提供において、利用者の生命又は身体を保護するため 

緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を 

行いません。 

（２）やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の心身の状況 

並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（３）事業者は、身体拘束等の適正化を図るための検討委員会開催とその結果の周知 

徹底を図ります。 

（４）身体拘束等の適正化のための指針を整備するとともに、従業者に対し、研修を 

実施します。 

 

１３．BCP計画の策定 

（１）自然災害（台風含む）が事業所内で発生した場合において、事業を継続する 

ために当事業所の実施すべき事項を定めるとともに、平時から円滑に実行 

できるよう準備すべき事項を定めています。 

（２）新型コロナウイルス感染症同様の 2類相当の感染者(感染疑いを含む)等が事業 

所内で発生した場合においても、サービス提供を継続するために当事業所の 

実施すべき事項を定めるとともに、定めた実施事項を平時から円滑に実行 

できるよう準備すべき事項を定めています。 

 

１４.カスタマーハラスメントに関する指針 

ご利用者様との信頼に基づいた関係を結ぶためにも下記の行動・行為があった際 

には、サービス提供の中止等をさせていただく場合がございます。 

（１）大声や暴言、脅迫的な言動により、当事業所職員に迷惑を及ぼすこと（尊厳や 

人格を傷つけるような行為） 
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（２）当事業所職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合。 

（３）解決しがたい要求を繰り返し行い、業務を妨害すること。 

（４）当事業所職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為 

及びストーカー行為をする事。 

（５）正当な理由なく居宅内・施設内に当事業所職員をとどまらせること。 

（６）当事業所の了承を得ず、撮影や録音をすること。 

（７）謝罪や謝罪文を強要すること。 

（８）当事業所の備品、材料等の器物破損行為。 

（９）その他当事業所の迷惑となる行為及びサービス提供に支障をきたす行為 

 

１５．その他運営に関する重要事項 

福祉用具貸与事業所は、専門相談員等の資質向上を図るための研修の機会を、採用時研修

（採用１ヶ月以内）、継続研修（年１回）と設けるものとし、また、業務体制を整備します。 

ご利用者様のご希望がある場合には、サービスの提供に関する記録を開示させていただき

ます。 

専門相談員に対する贈り物や飲食のもてなしは一切ご遠慮させていただきます。 

 

１６．相談窓口・苦情対応 

福祉用具サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

ご利用者ご相談窓口 コープあいち福祉用具・豊橋 

窓口責任者 佐藤 裕 

電話  ０５３２－２１－８４０１   

ＦＡＸ ０５３２－２１－８４８５ 

受付時間 月曜日から土曜日 午前９時から午後５時３０分   

各市区町村福祉課窓口 豊橋市 介護保険相談窓口 長寿介護課 0532-51-2359 

豊川市 介護保険相談窓口 介護高齢課 0533-89-2173 

新城市 介護保険相談窓口 長寿課   0536-23-7688 

東三河広域連合福祉事業部 介護保険課  0532-26-8470 

愛知県国民健康保険団

体連合会 

ご利用時間  平日 午前９時～午後５時 土・日休み 

ご利用方法  電話 ０５２－９７１－４１６５ 

 

１７．介護サービス情報公表について 

  平成 18年 4月よりスタートした「介護サービス情報公表制度」により事業所の基本

データとサービス提供の現状が閲覧できることになりました。下記のホームページより

閲覧ください。 

 

http://www.aichi-kaigo.net/ 

 

愛知県介護サービス情報公表センター（リンク）をクリックして下さい 

 

愛知介護ネット 検索 

http://www.aichi-kaigo.net/

